
横 浜 市 
更新年月日：平成 24 年 7 月１7 日 

ホームページ http://www.city.yokohama.lg.jp 

特定行政庁の設置（昭和 26 年） 

確認申請担当課 
（本市へ建築確認申請を行う場合） 

開発許可担当課 

（開発・宅造許可等） 

消防担当課 

（消防法・火災予防条例等） 
建築局建築審査部 

建築審査課 

〒231-0012 

横浜市中区相生町 3-56-1 

JN ビル 7F 

TEL 

審査検査係（北部担当） 

 045-210-9857 

審査検査係（南部担当） 

 045-210-9930 

構造係 045-210-9859 

設備係 045-210-9931 

建築安全係 045-210-9851 

FAX 

各係共通 045-681-2437 

建築局宅地審査部 

宅地審査課（市街化区域） 

〒231-0012 

横浜市中区相生町 3-56-1 

JN ビル 6F 

TEL 045-210-9813 

FAX 045-681-2435 

 

建築局宅地審査部 

調整区域課（市街化調整区域） 

〒231-0012 

横浜市中区相生町 3-56-1 

JN ビル 6F 

TEL 045-210-9896 

FAX 045-681-2435 

消防局予防部指導課 

〒240-0001  

横浜市保土ケ谷区川辺町 2-9 

保土ヶ谷区総合庁舎５階 

TEL 045-334-6633 

FAX 045-334-6610 

 

各区消防署 

連絡先は建築・開発等の窓口案内をご

覧ください。 
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/ 

center/soudan/shosiki/madoguchi.pdf 

建築基準法 

（以下「法」

という）に 

基づく条例 

横浜市建築基準条例 

横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例（地下室マンション条例） 

横浜都心機能誘導地区建築条例（都心機能誘導条例） 

横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例（地区計画条例） 

横浜市特別工業地区建築条例 

横浜市建築協定条例 

法第 12 条 

により 

定期報告を 

必要とする 

建築物・ 

建築設備の 

概要 

 
横浜市建築基準法施行細則第６条・第７条に規定する 

横浜市において定期報告を必要とする建築物・建築設備 

（床面積の合計が下表の数値を超えるもの・m2） 

 

種類 

建築物用途 

建築物 

建築設備 

機械 

換気 

機械 

排煙 

非常用 

照明 

１ 劇場、映画館、観覧場又は公会堂（屋外観覧場

はかっこ内） 

100 

（1000） 
500 500 500 

２ 百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗、

勝馬投票券発売所、場外車券売場又は場外勝舟

投票券発売所 

500 3000 500 500 

３ 病院、ホテル又は旅館（その用途に供する部分

が避難階以外の階にあり、かつ、２以上の階を

有するものに限る） 

300 丌要 500 500 

４ 児童福祉施設、老人ホーム等（入居者のための

宿泊施設を備え、２以上の階を有し、かつ、避

難階以外の階をその用途に供するものに限る） 

300 丌要 500 500 

５ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、

ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理

店又は飲食店（その用途に供する部分が地階又

は３階以上にあるものに限る） 

500 丌要 500 500 

＊報告は年 1 回提出 

＊昇降機（一戸建、長屋、共同住宅の住戸内は除く）・遊戯施設は全て報告対象 

横浜市建築局建築審査課建築安全係が担当となります。 

特定行政庁が 

指定する 

中間検査 

制度の概要 

確認申請対象部分の棟単位での延べ面積 50m2 以上のもの。 

くわしくは 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/center/kenchiku/tetsuzuki/koutei.html 

積雪荷重 建築基準法施行令第 86 条第 3 項の規定による垂直積雪量は 30cm とします。 

法第22条の 

指定 

全域（防火地域・準防火地域を除く。）となります。くわしくは 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/guid/kenki/other/22.html 

http://www.city.yokohama.lg.jp/front/welcome.html
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/center/soudan/shosiki/madoguchi.pdf
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/center/soudan/shosiki/madoguchi.pdf
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/center/kenchiku/kensa/koutei.html
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/guid/kenki/other/22.html


法第 52 条 

第８項の 

適用区域の 

概要 

以下の区域について適用します。 

（１）適用区域 

都市計画の指定容積率が 400％以上の商業地域で、高度地区が第７種高度地区の区域 

ただし、次の地域・地区を除きます。 

□都市再生緊急整備地域 □業務施設集積地区 □２号再開発促進地区 

（２）容積率制限の緩和の上限の数値（Vr） 

Vr＝Vc（１＋0.1R） 

※ 本市では最大 1.1 倍まで緩和できます。 

Vc：都市計画で定められている容積率 

R：延べ面積に対する住宅部分の床面積の割合 

くわしくはhttp://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/guid/kenki/kijun/youseki.html 

用途地域の 

指定のない 

区域内の 

制限の概要 

 

 一般の区域 沿道区域(※１) 

建築基準法による 

建築物の形態制限 

建ぺい率 50％ 60％ 

容積率 80％（※２） 200％ 

道路斜線 1.25/１ 1.25/１ 

隣地斜線 20m+1.25/１ 20m+1.25/１ 

日影規制 1.5m、3h、2h 4m、4h、2.5h 

道路幅員による 

容積率の低減係数 
0.4 0.4 

都市計画法 

第 43 条による 

建築物の 

高さの許可基準 

（高さ制限） 
（第１種高度地区の 

規定の準用） 

（第４種高度地区の 

規定の準用） 

最高高さ 10m 20m 

北側斜線 5m+0.6/１ 7.5m+0.6/１ 

・※１ 都市計画法施行規則第 7 条第 1 号に定める、すみ切りを除いた幅員が 18m 以上の幹線街

路のうち別図に掲げる区間又は平成 22 年 4 月 5 日以降に当該道路の新設に関する工事に

着手された区間沿い 50m 以内の区域。（自動車専用道路は幹線街路に該当しません。） 

別図については、建築企画課の窓口や i マッピーで閲覧できます。 

・※２ 既に 80％を超えて適法に建築されている建築物を建替える場合は、100％を超えない範

囲内において従前の容積率の数値までとします。  

・風致地区については、「一般の区域」の基準が適用されます。  

くわしくはhttp://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/guid/kenki/chousei/ 

日影規制の 

概要 

 

地域又は区域 
制限を受け

る建築物 

日影の測定 

面の高さ 

敷地境界から 5～10m

の範囲の日影時間 

敷地境界から 10m を 

超える範囲の日影時間 

第 1・2 種低層住居専用地域 

（容積率 150%を除く） 
軒高が 7m

を超える建

築物、又は

地上の階数

が３以上の

建築物 

1.5m 

３時間 ２時間 

第２種低層住居専用地域 

（容積率 150%） 
４時間 2.5 時間 

用途地域の指定のない区域 

（一般の区域） 
３時間 ２時間 

第 1・2 種中高層住居専用地域 

高さが

10m を超

える建築物 

4.0m 

３時間 ２時間 

第 1・2 種住居地域・準住居地域 ４時間 2.5 時間 

近隣商業地域（容積率 200%） ５時間 ３時間 

準工業地域（容積率 200%） ５時間 ３時間 

用途地域の指定のない区域 

（沿道区域（上記※１）） 
４時間 2.5 時間 

くわしくはhttp://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/center/kenchiku/toriatukai/nitiei.html 

日影図 

作成上の緯度 
標準緯度 北緯 35°40´、 経度（東経 139°39´） 

その他の事項 

＊建築局ホームページ http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/ 

建築局ホームページの組織別検索から見ることができる「情報相談部・建築審査部・宅地審査部

（旧建築・宅地指導センター）」のホームページでは、建築、開発等の許認可部署の業務案内、各

種ダウンロード、関係条例等さまざまな情報を公開しています。 

＊横浜市行政地図情報提供システム http://wwwm.city.yokohama.lg.jp/ 

横浜市の保有する地図情報をインターネットで提供するためのシステムです。特にまちづくり情

報「i マッピー」では用途地域など都市計画による制限内容、建築基準法道路種別など建築・造成

等に関する制限内容、地域まちづくりの計画などご覧になれます。 

＊その他の窓口は、次のリストをご参照ください。 

 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/center/soudan/shosiki/madoguchi.pdf 

さらに詳しくは、次のリストをご参照ください。 

①建築・開発等に係る窓口案内及び複数課にまたがるよくある質問の窓口案内 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/center/soudan/shosiki/madoguchi1.pdf 

②建築手続きフロー 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/center/soudan/shosiki/madoguchi2.pdf 

 

http://www.city.yokohama.jp/me/machi/guid/kenki/kijun/yousekimap.html
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/guid/kenki/kijun/youseki.html
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/guid/kenki/chousei/
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/center/kenchiku/sinsa/nitiei.html
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/
http://wwwm.city.yokohama.lg.jp/
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/center/soudan/shosiki/madoguchi.pdf
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/center/soudan/shosiki/madoguchi1.pdf
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/center/soudan/shosiki/madoguchi2.pdf

